
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

相
川
診
療
所
で
「無
料
低
額
診
療
事
業
」開
始 

 

相
川
診
療
所
で
は
、
２
０
１
７
年
4
月
か
ら
「
無
料
低
額
診
療
事

業
」（
以
下
、
無
低
診
）
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
無
低

診
」
は
、
社
会
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
機
関
が
生
活
困
難
者

の
た
め
に
無
料
ま
た
は
低
額
な
料
金
で
診
療
所
を
行
う
事
業
で
す
。

相
川
診
療
所
で
は
、
昨
年
7
月
～
9
月
の
間
に
5
名
の
無
保
険
の

方
が
立
て
続
け
に
受
診
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
お
一

人
ず
つ
お
話
を
伺
い
、
対
応
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
さ

ん
の
事
情
は
ど
れ
も
深
刻
で
、
様
々
な
手
立
て
を
使
っ
て
そ
の
時
の

ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
が
、
患
者
さ
ん
側
の
費
用
負
担
と
医

療
機
関
側
の
未
収
金
の
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
相
川
診
療
所
も
加
盟
す
る
全
日
本
民
医

連
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
「
無
低
診
」
取
得
へ
の
検
討
と
準
備
が
進

め
ら
れ
今
年
の
4
月
1
日
付
で
大
阪
府
か
ら
「
無
低
診
」
実
施
の

認
可
が
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
制
度
は
お
金
が
な
い
た
め
に
受
診
を
手
控
え
て
お
ら
れ
る

方
を
対
象
と
し
て
、
医
療
機
関
が
規
定
を
作
り
、
受
診
時
の
一
部
負

担
金
（
窓
口
で
支
払
う
お
金
）
の
全
額
も
し
く
は
一
部
を
一
定
期
間

免
除
・
減
免
す
る
制
度
で
す
。
相
川
診
療
所
で
は
、
収
入
で
生
活
保

護
基
準
の
150
％
未
満
の
方
に
つ
い
て
最
大
12
か
月
間
免
除
・
減
免

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
収
入
状
況
な
ど
お
伺
い
し

申
請
書
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
さ
ん
の

生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
一
時
的
な
支
援
で
す
が
、
会
員
の
み

な
さ
ん
に
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
相
談
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

相
川
診
療
所
は
、
地
域
の
拠
り
所
と
な
れ
る
医
療
機
関
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
今
後
と
も
相
川
診
療
所
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談 

4
月
20
日
（
木
）
昼
1
時 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
弁
護
士
が
対
応
し
ま
す
。 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
予
約
を
し
て
下
さ
い
。 

 

国
保
・
住
民
税
・
国
税
の
減
免
・
分
納
相
談
会 

4
月
24
日
（
月
）
昼
1
時
30
分 

市
役
所
ロ
ビ
ー
集
合 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
事
務
局
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
吹
田
市
の
補
助
金
制
度
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
へ
の
補
助 

募
集
期
間 

5
月
8
日
（
月
）
か
ら
6
月
16
日
（
金
）
ま
で 

初
め
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
を
す
る
中
小
業
者
に
吹
田
市
が

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
内
業
者
に
委
託

し
て
、
初
め
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
事
業
者
に
、
外
部
委
託

費
の
2
分
の
1
以
内
で
最
高
5
万
円
が
補
助
さ
れ
ま
す
。
市
が
行

う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
活
用
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
が
条
件
と
な
り
ま
す
。 

※
詳
し
く
は
民
商
事
務
局
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

 

記
帳
講
習
会 

 
 

第
１
回 

5
月
9
日
（
火
）
昼
2
時 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
な
ど
税
金
を
め
ぐ
る
情
勢
を
学
習
し
、

記
帳
の
重
要
性
を
確
認
し
て
か
ら
、
記
帳
の
基
本
を
学
び
ま
す
。 

弥
生
会
計
講
習
会  

第
２
回 

5
月
16
日
（
火
）
昼
2
時 

第
３
回 

5
月
23
日
（
火
）
昼
2
時 

 

第
2
回
目
と
第
3
回
目
は
「
弥
生
会
計
」
を
使
っ
て
の
パ
ソ
コ

ン
記
帳
の
講
習
を
2
回
シ
リ
ー
ズ
で
行
い
ま
す
。
弥
生
会
計
講
習
会

に
ご
希
望
の
方
も
必
ず
記
帳
講
習
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 


